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令和 3年 第 2回北広島市環境審議会 議事録  

  

■日 時：令和 3年 11月 17日（水） １８：３０～２０：３０  

  

■会 場：市役所本庁舎 ５階 委員会室  

  

■出席者： （委  員） 

早矢仕会長、鈴木副会長、齊藤委員、皆木委員、 

後藤委員、橋本委員、森下委員、藤野委員、木川委員（９名）  

（事務局：市民環境部）  

高橋部長、阿部課長、新川主査、秋山主任、大木主事、佐藤主事（６名） 

（説明員：企画財政部） 

  柴課長、中垣課長、織田主査（３名）  

 

■審議内容  

   【開会、報告事項について非公開にする旨の決定】 

 

   【開会挨拶】 

 

   【議事録署名委員の選出】 
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【報告事項】（説明員より説明） 

   （1）道道きたひろしま総合運動公園線の整備における環境保全を考える協議会について 

※説明内容に希少種の位置や種類などの情報が含まれる為、非公開としています。 

 

【協議事項】（事務局より説明） 

（1）北広島のかんきょうについて 

 

○A委員 

まず、11 ページ。③の自然や農とのふれあいの増進のところ、自然観察会、こちらも先ほどご説明で、中

止になったものが中止というふうにおっしゃっていたかと思いますが、5月のレクの森での観察会、コロナで中

止になりましたが、そちらが中止と記載されていないようですので、もし何か記載されたほうが適切であれば、

それかあえて記載していないのかわからないのですが、どちらでしょうか。 

 

○事務局 

こちらにつきましては自然観察会という部分全体が中止になったというわけではないため、毎年春と冬と行っ

ており、去年は小学生も新たに追加したという、小学生の部分が事業としては成り立っていた部分がありま

したので、あえて中止しましたと載せないほうが表記としてわかりいいのかなという部分で、このような表記に

なっております。 

 

○A委員 

はい。あえて言わせていただいているということで承知いたしました。 

28 ページ、こちらの 1 の自然保護地域制度の（1）の鳥獣保護区、表 4 の 1 の中の 1 番下の行、恐
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らくこちら出典がまだ更新されていないからだと思いますが、平成 17 年から指定期間のところですが、平成

37 年までとなっておりますが、こちら令和ではなく、恐らく出典がまだこの状況ですので、更新せずに表記の

ままだったのか、あるいはどうだろうなという確認でした。 

 

○事務局 

お見込みのとおり、出典に合わせております。 

 

○A委員 

承知いたしました。次に 29 ページの上の図ですが、こちら多分昨年度の北広島のかんきょうで野幌原始

林の追加指定地のほうを追加していただいた図だと思いますが、せっかく既指定地と追加指定地があるとい

うことが、こちらの 28 ページの下のほうの説明でも記載されていますので、こちらせっかく図に載せているので

あればどこが既指定地でどこが追加指定地なのかというのを、現在どちらも青線で囲っていると思いますが、

色分けするとともに、それぞれの面積も 28 ページのほうに記載されているので、41.7 ヘクタールと、20.2

ヘクタールと、面積も合わせてこちら合計の面積が含まれているかと思いますが、それぞれの面積を記載して

は、良いのではないのかなと思いました。 

 

○事務局 

はい。せっかく、新規に追加されたという部分がありますので、今年度につきましては、そのような形で、色分

けがすぐ出来ますので、対応させていただきたいと思います。 

 

○A委員 

一つこの図で追加があります。こちらの既指定地のほうの形ですが、こちらは正しい形でよろしいのですが、
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資料編が正しくないと言いますか、こちらとは違う形で記載されております。ですので、資料編の後ろから 2

ページ目の追加指定地のほうは、良いのですが、既指定地につきまして、こちらは間違った形ですので、正

しくはこちらの本編の 29 ページにあるのが、正しいと思います。形が違いますので。こちら正しくは本編の 29

ページが正しい形ですので、資料編も併せて直していただければと思います。 

 

○事務局 

はい、かしこまりました。 

 

○A委員 

あと 31 ページです。環境緑地保護地区ですが、このうち西の里環境緑地保護地区、こちらのほうは先ほ

どボールパーク推進室さんの説明でもありました、市道の西裏線、こちらは恐らく西の里環境緑地保護地

区にかぶるのではありませんか。2 年前ぐらいの審議会、こちらの審議会でも、お伝えしていて、協議してい

るとか、する予定とかっていうご説明がその当時はあったかと思いますが、その協議の進捗状況と、かぶってい

た場合、解除するのか、あるいは路線をまた再検討するのか、先ほどボールパーク推進室さんがいらっしゃっ

たときにお伺いすれば良かったかもしれませんが、分かる範囲でお願いいたします。 

 

○事務局 

現状私のほうでもまだはっきりしたことがわかりませんので、現状においてこの地区が変わってはいないので、こ

ちらの資料としましては、こちらが令和 2 年度版としては正式になりますが、今後のことも含めて確認してい

きたいと思いますので、よろしいでしょうか。 
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○A委員 

はい、わかりました。また、31 ページですが、北広島市の緑のまちづくり条例で指定している緑保全地区と

いうのがあるかと思いますが、先ほどの市道の西裏線、あちらの方、やはりすごく今まで北広島市で 1 番大

事にしていた核となる、樹林地に道路を作ったということで、その影響が少しでも原始林のほうに及ばないよ

うに、特別天然記念物を追加したという経緯があるかと思いますが、そちらはあくまでも道路の南側に関して

であって、道路と西裏線と JR との間、西裏線の北側、JR との間、そちらも同質の自然環境がとられている

エリアのため、もし可能であれば、今後の保全を何らかの形で担保していくという意味でも、もし可能であれ

ばこの緑保全地区にでも指定することが可能であれば、道路をつくった場所はやむを得ないとしても、周りへ

の影響を少しでも、形あるものとして、網かけ、組織性あるものとして、民有地ですのでどうなるかわからない

というようなところもありますので、できればこの市で指定する緑保全地区などに全部とは言わなくても一部で

も指定できればなとは思いますが、検討いただければという意見です。 

 

○事務局 

環境課だけで解決できる部分ではない部分もありますので、ご意見として承っておきたいと思います。 

 

○A委員 

ありがとうございます。あと 32 ページです。2 の自然とのふれあいのところの水辺の広場、先ほどボールパーク

推進室さんの説明でも少しありましたが、水辺の広場、半分以上が既にないものになっており、ちょうど西裏

線とかぶっておりますので、こちら北広島市にとっては大事な自然との触れ合いの場の一つでありますので、

環境課さんとしても、どのような形で、このあたりも、別な場所に広げるとか、何か考えていることを今現在ご

ざいましたら教えていただければと思います。 
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○事務局 

お答えいたします。水辺の広場、おっしゃられる通り、工事で、以前あった散策路ですとか、川の部分が侵

食されたりはしております。道路完成後の活用につきましては、またボールパークのほうでも、検討しておりま

すので、またその辺が明らかになりましたら、報告させていただきたいと思っております。 

 

○A委員 

ありがとうございます。あちらは本当に市民が自然との触れ合いの場で、自然度の高い場所ですので、少し

でも何か、道路を今作っている最中であのような状況ですが、出来た後は何かしら市民を触れ合えて自然

度もある程度適切に残されるよう、回復復元されるような場所として、活用していただければと思います。 

次に 33 ページ、北広島のレクの森につきまして、こちらも今後近くに球場施設等も出来まして、さらに注目

される場所になっていくのかなと思いますが、以前の協議会、市のほうで整備に関する協議会みたいなもの

を作る管理協議会ですかね、建設新聞とかにも、以前この 4 月から記載されておりましたが、そちらのほう

も現在進捗がどのようになっているのか、教えていただければと思います。 

 

○事務局 

そちらにつきましては、まだ情報が入ってきてない部分もございますので、日を改めて後日、確認してみます。 

 

○A委員 

北広島市さんで、どちらの課に、社会教育課になるのかわかりませんが、協議会、有識者と市民と林野庁

の方を含めての協議会というのが立ち上がったのか、立ち上がっていないのかも含めて、私のほうでは情報を

把握しておりませんが、その辺り、今レクの森ってすごく、皆さんご存じのとおり、荒れた状況ですので、何かし

らいい方向に生かせるような協議会にしていただければと思います。 
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○事務局 

担当課も含めて確認しながら、それからご意見を承っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○A委員 

あと資料編の 30 ページ、30 ページの表 B の 25、保安林につきまして、こちらは目的が掲載されていると

ころかと思いますが、こちら実際どうなのでしょうか。指定状況はといいますと、同じく資料編の 42 ページにど

れぐらいの面積があるのかという記載がありますが、こちらも分かれて記載されているようですが、同じページ

にあったほうが見やすいのかなと感じましたが、こちらのほうは、やはりこちら分かれたまま、どうでしょうか。 

 

○事務局 

はい、ご意見を参考に、全体を通して、見やすいレイアウト、ほかのここだけじゃない部分もありますので、そ

ういったものも含めてそちらについては、編集といいますか、最終確認をしてまいりたいと思います。 

 

○A委員 

ありがとうございます。続けて P41 ページ、表 D の 17 ですけれども、こちら去年も私のほうからお伝えした

かと思いますが、道有林がバーになって、0 ヘクタール、面積に記載されておりません。明らかに道有林には、

南の里も含めて結構面積がありますので。こちらは、恐らく出典がその他という去年も何かそういうお答えだ

ったかと思いますが、改めて確認をですね。それとこちらの表少しわかりにくいのが、国有林とその他国有林と

並んでいて、こちらは少し理解しにくく、恐らく隣のページの 42 ページの D18 の表の国有林という大くくりの

中の森林管理局所管とその他国有林ということではないかなと、その辺りどちらがあるのかどうなのかという確

認と、この表 D の 17、市町村有林というふうになっておりますが、こちら市有林、あえて町村は要らないの

ではないかなと思いながら北広島市の市有林でいいのではないかと。 
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表 17 につきましても併せて、表 18 の暴風保安林の暴風がちょっと字が違っているのが、17 と 18 の表に

ついてです。 

 

○事務局 

昨年、ご指摘あったのを私も覚えておりますが、農政のほうにも確認しましたが、やはりこちらの表はこのよう

な表記になっております。あくまでもこちらの表が正式発表ということで、このような表現になっております。市

町村有林も、この表現で認知しておりますが、それにつきましては、あくまでも市有林で間違いないので直さ

せていただきたいと思います。こちらの 597 ヘクタールと 591 ヘクタールのずれが出ているという部分の、整

合性につきましては、農政にも確認して、後日回答させていただきたいなと思います。 

 

○A委員 

わかりました。 

 

○B委員 

こちらのその他国有林は、林野庁以外の省庁が所轄すると書いてあります。多分、こちらの表 18 のほうも、

そういうことだと思います。 

 

○A委員 

それでは同じく注釈つけたほうが、18 のほうの表もですね。 

あと、後ろから 2 枚目の表の法令等により保全されている区域図、こちらのほう先ほど、特別天然記念

物野幌原始林についてですけれど、こちらのほう、本編と違って色分けはされているかと思いますが、こちら

の色分けが、凡例のほうでは生かされないのでしょうか。凡例は一つ、野幌特別天然記念物と一つの色し
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かないので、もし凡例にも対応させるのであれは、凡例で特別天然記念物既指定地と特別天然記念物

追加指定地ということで、二つ凡例が必要になるかと思いました。あとなぜか、この図特別天然記念物の

ところと緑の保全地区の等高線がなくなっているところは、あったほうが地形も見やすいので、わかりやすい

かと思います。等高線がなぜか消えているので、何か消えてない図で、差し替えていただければと思います。

地形もわかりやすくなるのでいいかなと思いました。 

 

○事務局 

こちら地図を重ね合わせたりして作成しており、消えてしまっている部分もでてきておりますが、できる範囲

内で訂正してまいりたいと思います。 

 

○A委員 

こちらの北広島のかんきょうですが、私も古くからといいますか、ほとんど生まれたときからずっとこの北広島に

住んでいまして、こどものときから自然好きだったのと、よく星を見るのも好きで、いろいろ星の観察もしていた

ところです。最近市民の方々からもよく声を聞くのですが星が見にくくなったと。そちらは一つ LED 化によって

の相当町の明かり、夜もですね。明るさがあって、本当北広島での星の見やすさは大分変わって、僕が子ど

ものときから大分変わってきました。市街地が増えた、住宅地も増えたっていうのもあるかと思いますが LED

化も一つ要因なのかなと。国のほうでも、いろいろと北広島市に限ったことではなくて、やはり LED 化に伴っ

て、光の場合、環境省も今年の 3 月に公害対策ガイドラインというのも出してますので、少し北広島という

のは、何もないところが良いっていう面もあったと思いますが、夜が静かなまち、本当灯のない、先ほどのボー

ルパークのところもそうですけども煌々と明かりが出ていて、光の影響は、野生動物には当然ありますが、人

への影響もかなりあるかと思われます。それを踏まえてガイドラインを設けてまして、こちらのガイドラインを見ま

すと、このような環境ではこれぐらいの明るさに抑えるべきという指針もありますので、北広島もこういう環境ラ
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インに沿って、こういう環境であればこれぐらいの数値に抑えるべきみたいな、野放しに光というものもしてお

けないのではないかと。明るくなり過ぎて、明るくあればいいっていうものでもないのかなと思いまして、少し明

るさを考えることも、特にボールパークのところはもうどうしようもないかもしれませんが生き物として周辺に住ん

でいる。住宅も共栄町も近いかと思いますが、夜もずっと明るいような環境になってくるかと思いますが、その

辺り、少し何らかの環境面での配慮ということで光についても考えて、ここには全く光というのは出てこないか

と思いますが、光についても少し考えていく。受入れていっていただければというこちらも意見です。 

 

○事務局 

明るさにつきましては防犯の意味で、明るいほうが良いとか、温暖化の関係で LED が良いとかいろんな要

望がいろいろある中で、どちらかをとればどちらかがつかないという部分もありますので、ご意見として、まず受

け止めながら、そういう部分で環境政策とかに生かしていきたいと思いますのでご意見として賜ります。ありが

とうございます。 

 

○C委員 

3 ページの（2）産業のところで、農業の方、第 1 産業の農家の方が少なくなり、6 次産業化しています

よという話が書いてありましたが、そのような数字まで、そのうち、多くなったら、何件になりましたとかあったら、

何か少し発展しているような気がしますので、衰退ばかりではなくて、良いことも載せてほしいと思いました。 

次ですが、7 ページの⑤有害化学物質による汚染の防止ですが、そちらに、クリーン農業の推進と環境保

全型農業の推進のことも書かれておりますが、農薬は一部、一部といいますか、良いこともありますが、すご

く悪いことのように書かれておりまして。有害化学物質による汚染の防止の中に、農薬、ぜひ使わなくしよう

というようなことを書いてあるわけで、そのような活動は良いことですが、ここの欄に出るのはどうかと思いまして。

違うところに書いてほしいと思います。何かとても悪者みたく感じます。一部、どうしても必要だったりするわけ
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で、何か一般農薬という欄があって、そこのところにでも入れてもらったらいいのかなと思いました。いかがでし

ょう。 

 

○事務局 

こちらは第 2 次環境基本計画の施策に合わせて反映されてからこのような形の表記にさせていただいてい

ます。 

令和 4 年度版は、去年立てたものに基づいて来年度からやりますので、そのときまた、考慮しながらやって

いきたいと思います。 

 

○C委員 

もう一つですね、市役所の温暖化対策につきましては、40 ページ 3 市役所の温室効果ガスの排出量を

削減することにつきまして、たくさんこんなことを指摘しましたと書いてありますが、すごく大事だと思います。

40 ページの 3 の北広島市地球温暖化対策実行計画、こちらがすごくあっさりしていますよね。こちらもっと

中身を膨らませてほしいと思います。 

 

○事務局 

おっしゃるとおり、事前にこちらメールいただきまして、活用して少し何か数値とか、具体的なものに出来ない

かなという部分で考えさせていただきましたが、これも先ほどと同じ回答になってしまいますが、第 2 次環境

基本計画の中での指標で、数値目標がありますが、その中でアンケートをとったりとか、あとは他の事業所で

出ている北海道の数値をもとに按分とかで出すものがありまして、数値を載せるには間に合わない部分があ

りまして、第 3 次環境基本計画、来年から北広島のかんきょうにつきましては、何かしらの指標ですとか、

皆様にわかりやすいように、工夫したいと思っております。ですので、今回数字で比較できるものがご用意出
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来ないものですから、そのような形になってしまいますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 

○C委員 

よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

こちらこそよろしくお願いします。 

 

○A委員 

自然環境につきまして、環境課さんのほうで、都心部から寄せられる鳥獣、主に鳥ですかね。窓ガラスにぶ

つかって怪我したあるいは、死んだ等の件数は、こちらのほうには記載ないですよね。ないと思いますが、これ

ぐらいの件数があったということを記載してもいいのかなと思います。やっているのが、市役所かどうだかわから

ないのですが今後ボールパークもありますし、やはり世界一といいますか、すごい規模でのガラス張りも出来

ますので、死ななかったらからいいというものでもなくて、やはり映り込んで、恐らく当たって脳震盪でそのあと

生き返ったりするものも多くいるかと思いますが、出来たらその辺りの数の把握を、ほかの市町村ではあのよ

うなガラス張りの建物で、当たったものに対してこれぐらいありましたので、こういう対策をしましたというのをとら

れてる市町村もありますので、市役所もそこそこガラス張りですが、そんなに鳥が多いところではないのですが、

ボールパークはすごい場所ですので、少しその辺りも含めて、何か数字的なものを表記できればと。こちらも

意見です。 

 

○事務局 

こちらご相談も含めてですが、実は今年度そのような問合せが非常に少なく、だからといってぶつかる件数が
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減ったのかというと、多分そうではないという部分もありますが、道路上とかで亡くなってしまうと、道路管理者

が回収に行きます。環境課には一切連絡もないものですから、環境課にきたものだけで比べると減った増え

たが実情によって変わってきますので、そちらを出すのがいいのか、例えば去年は 3 件でした。今年 10 件

増えましたが実は去年は亡くなっているから減っているだけというような部分もあったり、後は今はなるべく野

鳥がぶつかっても、一時的に動けなくなっているだけだから拾わないでねとかそのような周知とかもしているの

で、そのようなことを知っている方は逆に市役所に全く連絡してこないということがありますので、なかなか数

値で出すのがいいのかどうかというのは非常に迷いますので、今後またご相談しながら、ご協力いただければ

なと思っております。こちらが以上私が思っている考えであります。 

 

○A委員 

そうですね、出来たら何らかの方法で、あちらの施設のほうも、やはり自然に配慮した施設ということ、ボール

パークのほうもしていってもらいたいなというのもありますので、どういうやり方がいいのかわかりませんが、配慮

も含めて取り組んでいただければと思います。 

 

○D委員 

要は、防げる。ある程度防げる事象ですので、ガラスのバードストライクは。見栄えとかいろいろありますでしょ

うから、難しい点もあると思いますが、その辺は、今おっしゃったやはり鳥インフルがありますので、あまり鳥の

死体について、見つけて届けてくださいというようなことは言いづらい時代ですよね。それで触ってしまうと、何

かあったときにというのがありますので、情報が集まりづらいのは、時期的に仕方がないのかなという気はしま

すね。だから増減を見るのは難しいですね。 
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○E委員 

考え方だけ。E です。第 5 章の北広島市役所の温暖化対策の考え方ですが、例えば今年度、基準年に

対して何％目標にしていましたが、何％オーバーしました。来年度、訂正して何％にしました。でも達成が、

出来た出来ない何％でしたという、基本的には、どこまでできるかより、ボリュームの問題で、我々がやらなき

ゃならないところは、そのパーセンテージ少なかった多かったかのではなくて、実際達成出来なかったので達成

出来なかった部分をどこかで帳尻を合わせなければならなくなってくるというような、私はそういう考え方をして

いますが、年度で毎回パーセンテージの変更だけしていって、達成出来た出来なかったというだけでやってい

くのであれば、本当に目標としているところも違ってしまうのではないのかなと。できれば、北広島市としてはこ

れぐらいのところを、目標を持ってやるってことはそのボリュームもやはり責任を持ってそこまで、達成出来なか

ったらよくない部分をカバーしなくてはならないのではないかと思いますが、その辺の考え方だけ教えていただ

ければと思います。 

 

○事務局 

こちらについてはおっしゃる部分のことは正直、おっしゃるとおりだなというふうに思います。しかしただ、その国

で示される目標といいますか、実現可能はまた別で、何年度までに何％削減しますという目標がどんどん出

ている部分も含めてですね、目標設定というのは、していかなくてはいけないのかなと、ここだったら実現でき

るからそれを目標にするという部分もありますでしょうし、ただ、国、世界的にもこのような形で、今、2050

年度ゼロに向けてという部分もございますことから、そのような部分も含めて、目標をおっしゃるとおり、達成

出来なかったから次の年で何かやらなくてはいけないとか、そういう部分も含めて行動していかなくてはいけな

いかなというのは正直思っておりますが、今ここで明確にこうしますという回答が出来ないと私は思っておりま

すので、今おっしゃったその意見を参考に、温暖化対策を環境課としては進めてまいりたいなと思っておりま

す。 
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○B委員 

B です。今お話あった件に補足ですが、本年度はもう厳しいとは思いますが、今の話は 2050 年に向けて

ということで、カーボンニュートラルのそのような件に関しては、この数か月で日経新聞でも、記事として出な

い日がないくらい話題になっておりまして、今まではそのような指針というものが、あまり重要視されてなかった

といいますか、記載がなかったのですが、来年以降はこちらに関しましては、織り込んでいかなくては、筋が環

境というテーマでやっている以上この部分を膨らませてきちんと実行する項目を、作っていかないといけないの

ではないかなというふうには感じます。それと、別件ですが、もう 1 点ごみの件、資料編では 41 ページに、

ごみとしていろいろ記載がありますが、北広島市でも、いろんな定型外のごみの処理、廃棄をいただいてや

るという形で進められているとは思いますが、結構不法投棄というのがやはりすごく多いなというふうに感じて

おりまして、私がいる場所は共栄町ですが、そこはもう、すごくごみがひどい、下手すると、本棚が落ちていた

りとか、本当に信じられないような、そのようなことがやはり起きていて、まず一つは今、北広島市としてそうい

うものはどのぐらいあるのかなとか、測れるものがなかなかないのですが、そのような部分は、どのように今後、

少なくしていくために、どのような施策を打っていったほうがいいのかとか、これは全国的に問題にはなって、ニ

ュースにもなっている部分でもあります。逆に、この環境審議会という立場で、今年度はあれですけど、次の

一つのテーマとして、何か出来ないのかなと思います。結構、うちの会社でも不法投棄がいっぱいあって、社

員ですごい量を処分したり、毎年そういうのは、投げられたところのエリアの人たちが、非常に困っていて、泣

き寝入りをしているような、そのような状況がうちだけではなく、いろんなとこで起きているのではないかなと。そ

ういうふうに思いますがその辺どうでしょうか。 

 

○事務局 

不法投棄に関しましては、量的にはここ数年、多少の増減はありますが、横ばいの状況にあります。ただ、

一方ですね横ばいということは減ってもいないということで、捨てられる場所が、非常に山奥のほうですとか、
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農家の土地の農場ですとか、様々なところに捨てられております。当市としても、パトロール員 2 名を配置

して、巡回パトロールをしたりですとか、置いておきますとまた捨てられる状況ですので、回収したりですとか、

啓発ののぼり旗をかなりの数いろんなところに設置をしております。ただ一方でなかなか減らないという状況

もありまして、例えば不法投棄物に、捨てた方の、何か情報があれば、警察と連携して対応するということ

もありますが、なかなか難しいところもございます。今後につきましても、廃棄物処理法上では、各民地につ

きましてはその土地の所有者の方がきちんと管理していただくということにはなってはおりますが、市全体とし

て、やはり不法投棄をできるだけ減らしていくように、施策を今後考えていかなければならないと思います。 

カーボンニュートラルの方向性につきましては、おっしゃるとおり、非常に大事なものですので、このままというわ

けにはいかないと思いますので、施策のほうを考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○A委員 

今の不法投棄に関連して。不法投棄につきまして、市のほうでパトロール員配置して 2 名、そちらの記載

があると、9 ページにあるごみの適正処理に書いてあり、こちらはそちらの監視を行っていますということが記

載されている。そちらでよろしいのかという確認と、こちらせっかく市民にその辺りことを周知徹底させるのであ

れば、実際この監視の結果、パトロールがどれぐらいの件数、年間あるのかというのは数字でここに出して、

具体的に出したほうが、より伝わるものではないのかなと思います。何か出せるような、数字的に出せるもの

であれば出していただいたほうが良いのかなという意見です。 

 

○事務局 

先ほど私がお話したのは、こちらの 9 ページのパトロールになります。そのときの回収状況につきましては、ご

みのほうの清掃事業概要という、こちらのほうで公開はしておりますが、来年度以降こちらのほうにも、載せ

るかどうか、検討させていただきたいというふうに思います。 



17 

○A委員 

ありがとうございます。そうですね、不法投棄に関しましてはそちらのほうの市でやられているものと、私は道の

ほうでの自然保護監視員としても、不法投棄があれば、伝えるという立場でもありますので、何かしらの形

で数字的にお出しできれば、より伝わるのかなと思いましてぜひ検討していただければと思います。 

 

○E委員 

市のほうのパトロールされていて大変ご苦労様だと思いますが、不法投棄は、できるだけ多くの人の目を使っ

てできるだけ多くの情報を集めるという考え方をすれば、単純に、例えば不法投棄 110 番みたいな窓口を

つくって不法投棄があれば、ここにすぐ連絡くださいとして、迅速に動いていく、もっとリアルタイムで、どこどこの

誰が不法投棄していたっていうとこまでも、情報を集められたりとかする場合もありますので、何かそのような

不法投棄 110 番みたいな、受ける窓口があると、もっと減るのではないかなという気はしますけれども。意

見です。 

 

○事務局 

不法投棄の通報につきましては、現在環境課のほうに、随時入ってきております。今後、周知方法を工夫

して、何か情報があれば環境課のほうに寄せていただくように工夫してまいりたいというふうに考えております。 

 

○C委員 

ページがわからないのですが、市役所の温暖化防止で、本当は 1.4%だけしようと思ったが、実際は増えて

いました。その原因は、メタンを含むごみがたくさんあったとおっしゃいましたが、メタンを含むごみというのは一

体何でしょうか。 
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○事務局 

紙類、木くず、繊維類、食物くずの 4 つとなっております。 

 

○C委員 

ごく普通のごみとしてはそこまで悪くなさそうなごみですが、そのようなものがたくさんあると、増えるのですね。

はい、わかりました。私も、今年建て替えたのですが、すごくごみが出まして、今まで私、ごみ出しはすごく優

等生だと思っていましたので、5 リットルが 2 週間に一回とかぐらいしかなくて、建て替えによって出た、普通

のごみ、建物のごみだとか、いらなくなった食器棚とか、そのようなものも、事業系とか、家庭系とかに入りま

すでしょうか。 

 

○事務局 

はい、はいります。 

 

○D委員 

今の 4 つってメタンの排出源としての 4 つですか。 

 

○事務局 

埋め立てることによってそこからメタンが発生するということです。 

 

○F委員 

何でもいいという事ですので、審議会というのは、私 1 回目いつやったのかなと先ほど確認したら 2 月だとい

うことで、年度ではなくて年ということですが、今後どのような動きになるのかというのが、その他で出てくるかも
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しれませんが、3 月まで我々任期ですよね。年で動いて、次の人たちがまたやるでしょうけれども、その辺が

少し明確でないというのと、あと、今後どのような問題が出てくるのかというところを、やはり審議会で、あるい

は環境課のみなさんのほうでも、結果をピックアップしていたほうがいいかなと思います。先ほどの公害ですよ

ね、光の害とか、それから、前回ほかの委員さんから出ましたけれど、環境の定義ですね。ここで扱う環境っ

て何だということで、コロナということも、前回出てきたような気がしますが、新しくいろいろテーマが出てくると思

いますので、その新しいテーマというのは何なのかというのも、示していただければなというふうに思います。私

ごとですが、今ボールパークが開業したらどのように人の流れができるのかいうことで、学生といろいろと調査を

していまして、明日も三井アウトレットで行いますが、どうやら車で来る人がかなり多そうです。シャトルバスを

出すという情報は全く皆さん伝わっていなくて、あるいは JR で来ると。そして JR で来たとしたら、球場まで多

分歩くのでしょうが、その間、ごみがかなり捨てられるのかなというふうな懸念を持っていますので、ごみ捨て場

といいますか、歩いてる人が、望ましくないのですが、ごみを捨てるというのが増えるのではないかということと、

それから私先ほど初めて確認しましたが 274 号線から渡ってくるのが、開業に間に合わないということでした

ら、どこに車が来るのかなとすごく心配です。274 号線新札幌から来る車がどこから、球場に来るのかなと。

そこで、かなり渋滞が起きるのではないかなと思います。そのような懸念を持っておりまして、そのような新しい

課題というのを見つけて、それにつきまして審議するということも必要かなというふうに感じました。感想と意見

です。 

 

○事務局 

おっしゃるとおり年度と年、私も引き続いだときに、そのずれというのは感じてはおりましたが、今回皆様の任

期が 3 月 27 日を予定しておりますので、ちょうど区切りの良い次の任期から 4 月 1 日のまた次年度とか、

という形になっていくのかなという部分もありますので、そこら辺の年度でいくのか年でいくのかという整理はい

たしたいなと思っております。そちらにつきましては今後、課題、いろんな先ほどおっしゃっていただいた光害の
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部分ですとか、そういった問題も含めて、またテーマとして取り扱っていきたいなと思っております。以上であり

ます。 

 

○G委員 

少しずれるかもしれませんが、このように基準で目標化できるものとか、自然環境、そのようなものはわかりや

すいですが、例えばカラスの個体数が増えてきて、非常にいろんなことで、ごみステーションを散らかしたり、あ

るいは子どもたちに、危害を与えたり。それから、コロナ禍で家庭菜園がブームですが、家庭菜園の中の物

を食い荒らす。要は、獣害みたいな鳥害みたいな。あのようなジャンルは一体どう捉えて、どのようなところに

対処していったらいいのかというのが必要になります。今年も親子で巣を離れると、非常に攻撃的になります

し、数も多くなりますし、油断すると後から襲ってくる。何かこう、どのような対策があるのかわかりませんが、非

常にわかりやすいこのような機関の方向性の中にも何かヒントがあるかもしれない。それと、アライグマが非常

に多くなってきて、今年も 2 か所で、子どもたちと有機無農薬で、古い昔の 8 列とうきびを作りましたが、ア

ライグマがきれいに 8 列とうきびを外してしているんですよ。どう考えてもアライグマしかない。そのような、野生

でありながらも接近し過ぎていろんな、居住する環境の中に、いろんな問題が抱えざるを得ないものを、どの

ように対処していくのかみたいなものを、身近ですごく大事なことかなと、そのように思っています。意見です。 

 

○事務局 

そうですね非常にわかりやすい、非常に参考になるご意見をいただいたと思います。今ここで何かこうしますと

いうお話にはならないかと思いますので、貴重なご意見として賜りさせていただきます。 

 

○D委員 

鳥獣被害も、どうでしょうね。農業被害とか数値になって出てくるもの以外にそういった家庭のレベルでの菜
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園だとか、市民レベルの取組への妨害だとか、そのようなものってなかなか表に出てこないですよね。そのよう

な声を拾い上げていくこととか、どうしてもアライグマの害はいろんなところで大きいですし、目も向きますが、も

ちろんカラスなど、もともといる生き物の中にもいろんな害をもたらすのもいますし、やはり、その問題に限りま

せんけどいかに市民の声を拾いあげていくかということですね。きっと地元の環境に関するいろんな施策をする

にはというのが 1 番だなというのは簡単ですが、もう難しいと思いますけれども。いろいろ新しい環境問題が

時代が変わっていくと今までとは違う問題が起きてきますから。そこにいかに対処していくか。ごみの問題とか

本当に野生動物の被害と密接な関係があります。今後もそのように例えばボールパークにこのような人たち

が道にごみを捨てて、ますます野生動物を近づけてしまい、きつねなどアライグマはもちろん、クマなどもとなっ

てくると思いますので、その辺りも本当に人間の生存環境を守るという点でも、真剣に取り組まなくてはいけ

ない課題だなと思いました。感想です。 

 

○A委員 

今のことに関連しますがボールパークに関しましては、相当ライトアップされて、それによって誘因される昆虫、

相当量、毎晩毎晩集まっては、死んでいって、それらがやはりえさになります。カラスも含めて、きつねも。で

すから、いろんな生き物たちの動きも変わっていくので、人との接触もやはり増えていくので、できる範囲での

対策か、検討をしていただければ、先ほどボールパークの方々とのお話合いで、懇談会は施設については対

象外にしているというお話でしたので、どちらに持っていけばいいのかなと。行き場がないところですけれども、

施設につきまして、球団任せにしても恐らく良いほう、環境にはどのようになるかなというところもありますので、

何かしらの道路につきましては、道で協議会を設置してやってはいると思います。施設のほうは、球場と環

境面でどのようにしたらいいのかというのは何かしらの取組みたいなのも含めてであれば、今の野生動物とも、

共存も含めて、どのように考えていますか。これはご意見です。 
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○事務局 

それぞれご意見として賜ります。 

 

○D委員 

そのような建物といいますか、その施設自体への影響とかというのは、どこか北広島市の中で検討することは

ありうるのですか。実際に問題として。 

先ほどのバードストライクももちろん入りますが、野生、または、ごみ問題とか全てを含めて、環境問題、それ

によって要因される野生動物とかも、もちろん攻撃とは言いませんが、来客によって寄ってくる野生動物だと

かそれによって起こりうるような被害だとかというようなことを、日本ハムや会社等に対して、何か合意、提言

といいますか、北広島市としてやれることはありますか。 

 

○事務局 

担当が、ボールパークの部署になりますが、ボールパークと自然保護団体か市民課と、意見交換会というの

はもう既に何度かやっておりまして、そちらは今後もやっていくのではないかと思っております。その中では意見

交換をされるのかなと思っております。 

 

○D委員 

そちらは何と言いますか、民間委託と民間団体等、ボールパーク自身との意見交換であって、行政というの

はそこに、どのように関わっていけるかといかなきゃいけないという中ですけれども、どのようなスタンスになります

か。 
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○事務局 

行政としましては、恐らく今回でいろんな意見が出るかと思いますが、その中で行政として、市として、何か

対応ができるものがあるのかどうか。そのようなものがもしあれば、関わっていくこともあるのかなと思います。た

だいまのところ、法律や条例上、特に市として強制できるものがありませんので、そこはどうしても球団と、まず、

その団体との話合いの中で、出てきた課題につきまして、どのような対応ができるかというふうになっていくかと

思います。 

 

○D委員 

例えばこのように北広島のかんきょうということで毎年つくっておられて、いろんな目標、それこそ先ほどからお

話しにある目標を挙げたり、温室効果ガスもですが、いろんな対策をしていかなくてはいけないと言っている

中でそのようなものにのっとって、ボールパークさんとしても、これとこれとこれの対策はしてほしいというようなこ

とを、北広島市からお伝えするというのは大事なことに思いますが、いかがでしょうか。 

 

○事務局 

おっしゃられるとおりです。市の方針施策も、ボールパークのほうでも行っていただくということは大事だと考え

ております。例えばごみですと、通常市内で処理する一般廃棄物ですとか、あとは市外でも廃棄できる産

業廃棄物につきましては、単純にただ、分別しないで焼却したりとかしないで、きちんとできるだけ分別をして、

資源化をしていただきたいということを、球団と協議を重ねており、大型商業施設のごみの処理方法を、一

緒に見学したりですとか、そのようなことを行っておりますので、そのほかの分野についても、市としてできること

があればやっていきたいというふうに考えております。 
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○D委員 

ぜひよろしくお願いいたします。 

最初が肝心だと思います。途中で思ったより普段からこんなにごみが出るからこうしなきゃいけなかったとか、

こんなに虫が集まってしまうだとか、あとになって対策してもらうのはすごく経済的にもいろんな面でも大変だと

思いますが、最初から言ってほしかったと言いたくなることもあると思います。その辺も最初から常に北広島市

の姿勢をきちんと伝えておいて、相手側にもそれを真摯に受け取って真剣に対策を考えていただくというのを

初めからやっておけば、だんだんすり寄っていけると思います。目に見えた悪影響が出てからですと、難しいこ

とがたくさん起こると思いますので、ぜひ始まる前から、密な関係でお願いできればと思うしだいです。 

 

○D委員 

こちらにつきまして、何か今後のスケジュール的なものを改めてお願いできますでしょうか。 

 

○事務局 

こちらにつきましては今日いただいたご意見をもとに訂正、修正等を行いまして、あとはポスターのデザインも

挿入させていただきまして、できる限り年内に皆さんや市民の方にお配りできるような、形に持っていきたい

なと考えております。 

 

○A委員 

ボールパークの話しになってしまいますが。西裏線につきまして、私のほうでパトロールしている西の里環境緑

地保護地区、あちらのほうと、今まで私のほうで、知りうる限りの西裏線の路線を重ねると、274 の北側と

南側両方で重複しております。その辺り、道のほうからは一切話聞いていないです。ですけども、実際どうな

のかパトロールしている私のエリアも変わってくることになりますので、もし解除となれば何か進捗等教えてい
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ただければなと思います。 

 

○事務局 

かしこまりました。わかり次第お伝えします。 

 

○F委員 

審議会は今年はないということですね。来年は、いつ、何をしますでしょうか。スケジュール感ですけれども。 

 

○事務局 

基本、環境審議会というのが諮問機関ということで基本計画ですとか、このかんきょうの発行について審議

をしていただいておりますので、今年度、特段何か事情や審議内容がない限り開催の予定はありません。 

 

   【閉会】 


